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具体的な改修例として
は、廊下やトイレ、お風呂な
ど必要とする場所に手すり
を配置する、車いすでも出入
りしやすいようにドアを引き
戸に取り替える。スロープ
や上がりかまちを設置する
などさまざまです。
本人の身体や住まいの状
況に合わせて、専門の方の
意見を聞きながら内容を決
めましょう。

住まいの改修について住まいの改修について

医療費のこと

小児慢性特定疾病医療費

特定医療費（指定難病）

令和７年４月１日から指定難病の対象が348疾病に拡大されました。医療費助成を
受けるためには、「特定医療費（指定難病）受給者証」が必要です。
対象となる疾病と診断された場合は、臨床調査個人票（診断書）と必要書類をあわせ

て、県窓口にて申請手続きをしてください。詳しくは、下記までお尋ねください。

※対象となる疾病名や詳しい内容については、下記のホームページをご参照ください。

※対象となる疾病名や詳しい内容については、下記のホームページをご参照ください。

小児慢性特定疾病と診断された18歳未満のお子さん（ただし18歳を過ぎても引き
続き治療が必要と認められる場合は20歳未満も対象）に、その小児慢性特定疾病の治
療のための医療費を一部助成します。
※所得によって自己負担の上限額が異なります。

障がいや病気によっては、高額な医療費がかかる場合があります。お子さんにか
かる医療費を支援する制度をご活用ください。


